
PAZ内における自家用車で避難できない住民の数

※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、関係自治体の要請により実動組織（警察、消防、海上保安庁、自衛隊 ）が必要に応じ支援を実施。

おばま しちょう

 美浜町、敦賀市による調査の結果、両地区における自家用車で避難できない住民は
全752人のうち、35人。

45

対象地区 人口
うちバス
避難者数

美浜町

美浜東

小学校区

丹生 ２２９人 １１人

竹波 ９３人 ５人

菅浜 ３７１人 １９人

敦賀市

西浦地区

白木1丁目 ５９人 ０人

白木2丁目 ０人 ０人

美浜東小学校区
（丹生・竹波・菅浜）

３５人

（凡例）

：一時集合場所

：原子力災害対策本部等

西浦地区
（白木１丁目・白木２丁目）

０人

美浜町
原子力災害対策本部

福井県美浜原子力防災センター

PAZ
にゅう

たけなみ

すがはま

丹生

竹波

菅浜

みはま ちょう つるがし

美浜町竹波原子力防災センター

白木公民館

美浜町丹生介護予防センター

美浜町山東公民館菅浜分館

白木

しらき

敦賀市
原子力災害対策本部

さん どう

みはまちょう

みはまひがし

つるがし

にしうら しらき

しらき

にしうら

しらき しらき

みはまちょう にゅう

たけなみみはまちょう

みはまちょう すがはま

みはま

みはまちょう

つるがし

みはまひがし

にゅう たけなみ すがはま

にゅう

たけなみ

しらき

すがはま



美浜町及び敦賀市において全面緊急事態で必要となる輸送能力及びその確保

 美浜町において全面緊急事態で必要となる輸送能力は、自家用車で避難できない住民35人分、バス
１台。

 全面緊急事態発生時には、関西電力(株)が配備する車両により、必要車両台数を確保。

 車両及び運転者については、福井県バス協会等の協力により、更に余裕を持った台数・人数を確保。

 敦賀市においては、自家用車で避難できない住民がいないため、車両の確保は不要。

想定対象人数 必要車両台数 備考

自家用車での避難ができない住民 35人 １台 バス1台当たり45人程度の乗車を想定。【P45参照】

※1 数字は現段階で地方公共団体が把握している暫定値

※1

＜美浜町において全面緊急事態で必要となる輸送能力＞

＜美浜町における全面緊急事態での輸送能力の確保＞

確保車両台数
備考

バス

（A）必要車両台数 １台

（B）確保車両台数 １台

確保先 関西電力(株) １台 保有車両台数 バス１１台

※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、関係自治体の要請により実動組織（警察、消防、海上保安庁、自衛隊）が
  必要に応じ支援を実施。
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みはまちょう つるがし

みはまちょう

みはまちょう

みはまちょう

つるがし



美浜町におけるPAZから避難先施設までの主な経路
みはまちょう
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美浜町

UPZ

 地域毎にあらかじめ県内避難先施設への避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、他のルートを活
用し避難を実施。

 自家用車で避難できない住民は、徒歩等で一時集合場所に集まり、福井県等が配車した車両で避難先まで避難を実施。

おおい町ルート
【主な避難経路②】
国道27号（→国道162号）

おおい町ルート
【主な避難経路①】

若狭美浜ＩＣ・若狭三方ＩＣ→舞鶴若狭

自動車道→小浜西ＩＣ・大飯高浜ＩＣ

【広域避難先（県内避難）】

おおい町

＜丹生・竹波・菅浜地区＞

 おおい町立大飯中学校

【広域避難先（県内避難）】

大野市※

＜丹生地区＞

 富田公民館

＜竹波地区＞
 

 大野市富田小学校

＜菅浜地区＞

 旧尚徳中学校

※円滑な避難を実施するため、国道27号線や舞鶴若狭

自動車道に加え、若狭梅街道を活用したルートによる避
難も状況に応じて実施。

158

福井北IC

福井IC

敦賀IC

小浜西IC

大飯高浜IC

ちょう

【一時集合場所】

美浜町竹波原子力
防災センター

【一時集合場所】

美浜町山東公民館

菅浜分館

【一時集合場所】

美浜町丹生介護予防センター

対象地区

美浜町

美浜東小学校区

人口 うちバス
避難者数

丹生 ２２９人 １１人

竹波 ９３人 ５人

菅浜 ３７１人 １９人

にゅう

たけなみ

すがはま

大野市

大野市ルート
【主な避難経路①】
・ 国道27号→国道８号・敦賀IC→北陸自動車道→

 福井IC→国道158号
・ 国道27号→国道８号・敦賀IC→北陸自動車道→

福井北JCT・IC→中部縦貫自動車道

【主な避難経路②】

・若狭美浜・若狭三方IC→舞鶴若狭自動車道→

  北陸自動車道→福井IC→国道158号

・若狭美浜・若狭三方IC→舞鶴若狭自動車道→

北陸自動車道→福井北JCT・IC→

中部縦貫自動車道
おおい町

27

若狭美浜IC

PAZ

UPZ

PAZ

27
162

若狭三方IC

とみた

しょうとく

※おおい町に避難
できない場合の避難先。

すがはま

みはまちょうさんどう

みはまちょうたけなみ

みはまちょうにゅう

みはまちょう

みはまひがし

にゅう たけなみ すがはま

ちょう おおい

みはまちょう

おおのし

ちょう

ちょう

にゅう

おおのし

たけなみ

おおのし とみた

すがはま

ちょう

おおのし

ほくりく

ほくりく

ちゅうぶじゅうかん

つるが

ふくいきた

ふくい

つるが

わかさみはま わかさみかた まいづるわかさ

まいづるわかさ

ほくりく

ほくりく

ちゅうぶじゅうかん

ふくいきた

わかさみはま わかさみかた

ふくい

ちょう

まいづるわかさわかさみはま わかさみかた

じどうしゃどう おばまにし おおいたかはま

まいづるわかさ

わかさうめ



敦賀市におけるPAZから避難先施設までの主な経路
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 地域毎にあらかじめ県内及び県外避難先への避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、他のルート
を活用し避難を実施。

 自家用車で避難できない住民は、徒歩等で一時集合場所に集まり、福井県等が配車した車両で避難先まで避難を実施。

広域避難先（県外避難）

奈良県生駒市※

生駒市コミュニティセンター

県外避難

【主な避難経路③】
国道476号→国道365号→国道８号

つるがし

福井市

敦賀市

奈良県生駒市
【主な避難経路④】

国道８号→敦賀IC・北陸自動車道→名神高速道路

→京滋バイパス→第二京阪自動車道→

交野IC下車→国道１号→国道168号

奈良県生駒市
【主な避難経路⑤】
国道27号→国道303号→国道367号→国道477号→

国道161号→国道１号→阪神８号京都線→第二京阪

自動車道→交野北IC下車→国道１号→国道168号

敦賀IC

【一時集合場所】

白木公民館

対象地区 人口 うちバス
避難者数

敦賀市

西浦地区

白木１丁目

５９人 ０人

敦賀市

西浦地区

白木２丁目

０人 ０人

【主な避難経路②】

敦賀ＩＣ→北陸自動車道→福井IC

【広域避難先（県内避難）】

福井市

福井市羽生小学校

【主な避難経路①】
国道８号

PAZ

UPZ

PAZ はにゅう

※福井市に避難できない
    場合の避難先。

しらき

ふくいし

ふくいし

ふくいし

つるがし

しらき

にしうら

つるがし

つるがし

にしうら

しらき

いこまし

いこまし

ふくいし

つるが ほくりく ふくい

いこまし

ほくりくつるが めいしん

けいはんけいじ

かたの

だいにけいはん

かたのきた

はんしん きょうと



PAZから県外避難先施設までの広域避難経路

 あらかじめ定められている県外避難先への経路設定は、災害状況等に応じ柔軟に対応。

 敦賀市の県外避難先への経路について、想定される経路を記載。

福井市

大野市

49

国道８号→敦賀ＩＣ→北陸自動車道→

名神高速道路→京滋バイパス→

第二京阪自動車道→交野北ＩＣ→

国道１号→国道168号→国道163号

国道27号→国道303号→国道367号→
国道477号→国道161号→

国道１号→阪神８号京都線→

第二京阪自動車道→交野北ＩＣ→
国道１号→国道168号→国道163号

PAZ

UPZ

生駒市総合公園

生駒市

おおい町

49

つるがし

ふくいし

おおのし

ちょう

つるが ほくりく

めいしん けいじ

けいはん かたのきた

はんしん きょうと

かたのきたけいはん

いこまし

いこまし

自家用車で県外避難を実施する際に
は、「車両一時保管場所※」に立ち寄り
自家用車からバスに乗り換えてから避
難先へ向かう。

※自家用車からバスへの乗換、避難先施設へ
の振分け等の機能を担う場所として、災害の状
況に応じ、柔軟に対応できるよう複数の候補地
をあらかじめ準備。

は車両一時保管場所候補地を示す



30km

PAZ

UPZ

5km

小浜IC口

役場口交差点

河原市交差点

小浜IC口交差点

若狭三方IC口

三方五湖ｽﾏｰﾄIC口

若狭上中IC口

若葉交差点

若狭美浜IC口

敦賀IC口
白銀交差点

塚原交差点

疋田交差点

佐田交差点

花城橋交差点
庄町交差点

葛岡交差点

横市交差点

岡山町１丁目交差点

木之本IC口交差点

木之本交差点

大音交差点

塩津交差点

野口交差点

よこいち

しょうちょう

くずおか

つかはら

しろがね

つるが

おかやまちょう

ひきた

きのもと

きのもと

のぐち

しおつ

わかば

さた

わかさみはま

かわらいち

やくばぐち

わかさみかた

みかたごこ

おばま

おばま

わさかみなか

はなじりばし

１．道路渋滞把握対策

ヘリテレ伝送システムを活用し、道路渋滞の把握を

実施。

２．交通誘導対策

主要交差点等における県・市町職員や県警察職員

等の交通整理により、円滑な避難誘導を実施。

３．交通広報対策

・道路管理者が管理する 「道路情報板」及び県警察が

管理する「交通情報板」を活用した広報

・日本道路交通情報センター（JARTIC）が行うラジオ放

送、交通情報提供システム（AMIS）を利用したカーナ

ビへの情報提供による広報

・県配備の「避難誘導・交通規制用ＬＥＤ表示装置」に

よる広報  等

４．交通規制対策

・混雑発生交差点における信号機操作、混雑エリアで

の交通整理・誘導・ 規制等による円滑な交通流の確

保。

・信号機の滅灯等の事態が発生した場合は、自家発

電機等による応急復旧、警察官による交通規制等に

より対応。

・一元的な交通規制が必要になった場合は、オフサイ

トセンターにおいて、国、自治体、実動組織等の関係

者による協議の場を設け、道路管理者等からの道路

等の被災状況等の情報も踏まえつつ、対処。

５．その他の避難の円滑化対策

・その他、避難経路上の改善（法面強化・道路拡幅）を

行う等の緊急時避難円滑化事業等を活用し、原子

力災害時における住民等の避難をより円滑に実施。

 PAZ及びUPZ内の住民の車両による避難を円滑に行うため、ヘリからの映像伝送により道路渋滞を
把握し、関係県・関係市町及び県警察による避難車両の誘導や、主要交差点等における交通整理・
規制、「道路情報板」等を活用した広報等の交通対策を行う。

避難を円滑に行うための対応策
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【自家発電機付信号機】

避難経路等に設置

【ヘリによる映像伝送】

 

道路渋滞状況を把握し、避
難誘導・交通規制

【避難誘導イメージ】

主要交差点にて実施

美浜地域における交通対策
みはま

：道路情報板設置箇所

【凡例】

：自家発電機付信号機

：交通整理・誘導を行う主な主要交差点

おおと



自然災害等により避難先が被災した場合の避難先の多重確保

 自然災害等により、避難先施設が利用できなくなった場合に備え、福井県及び滋賀県では県内に加え、県外にお
いても避難先をあらかじめ確保済み。

 さらに、県外避難先が、被災等のやむを得ない事情により事前に定めた人数の受入れができない場合には、同一
受入れ府県内において、避難先の調整を行う。

 また、避難先府県において、受入れの一部又は全部ができない場合には、関西広域連合等に対し、その受入れが
できない部分についての受入れの調整を要請する。

 関西広域連合は、受入れの要請を受けた場合には、構成府県・連携県に受入可能人数・施設等を照会し、避難元
県その他の構成府県・連携県と調整の上、避難先の確保を行う。

※滋賀県、京都府、福井県は他県

 の避難先としては想定しない。

関西広域連合
の構成府県・連携県

構成府県 連携県

滋賀県※

京都府※

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

徳島県

福井県※

三重県

鳥取県

事前に定めた

県外避難先へ
避難

同一受入れ府
県内で調整した
避難先へ避難

関西広域連合

構成府県・連携
県内で調整した
避難先へ避難

同一受入れ府県内

において避難先が

調整できない場合

自然災害等により

事前に定めた県外

避難先が利用でき

ない場合

【県外避難先の多重確保】

51

【避難元・県外避難先の全体像及び構成府県・連携県】

高
浜
発
電
所

大
飯
発
電
所

美
浜
発
電
所

敦
賀
発
電
所

高島市

長浜市

越前市

若狭町

小浜市

敦賀市



半島地域が孤立した場合の対応(敦賀半島)

※ 利用する港については、被災状況等を考慮し選定。

 PAZに該当する敦賀半島（美浜町・敦賀市）については、自然災害により住民が孤立した場合、避難体制が整うまでは放射線防護対策
施設を含む屋内退避施設にて屋内退避を実施し、その後、船舶やヘリコプターにより海路及び空路による避難を実施。なお、関西電力
(株)においても、船舶やヘリコプターを確保し、海路及び空路による避難を支援する。

 また、道路管理者等は、孤立した地区の避難路を優先して、迅速かつ的確な道路啓開、仮設等の応急復旧を行い､早期の道路交通の
確保に努める。
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PAZ丹生介護予防センター
（80人）

竹波原子力防災支援センター
（80人）

美浜町山東公民館菅浜分館
（57人）

白木公民館
（80人）

Ｈ

Ｈ

Ｈ

白木漁港岸壁

丹生漁港物揚場

菅浜漁港岸壁

立石漁港物揚場

浦底漁港

（浦底地区）桟橋浦底漁港

（色地区）桟橋

浦底漁港

（手地区）桟橋

敦賀港

敦賀原子力館グラウンド
旧西浦小中学校

敦賀発電所岸壁

白木漁港

Ｈ

Ｈ

Ｈ

松原公園運動場

Ｈ

敦賀市総合運動公園陸上競技場

Ｈ

関西電力県道沿用地駐車場

みはまちょう つるがし

敦賀港鞠山南ヘリポート

田結海水浴場駐車場

船舶による避難

ヘリによる避難

＜凡例＞

：放射線防護対策施設（収容可能者数）

Ｈ ：ヘリポート適地等

：漁港

：放射線防護対策施設以外の屋内
 退避施設（収容可能者数）

さんどう すがはま

たけなみ

にゅう

にゅう

しらき

しらき

しらき

たていし

うらそこ

うらそこ

すがはま

まつばら

うらそこ

にしうら

た い

まるやま

つるが

つるが

つるが

うらそこ

つるが

つるがし

みはまちょう

つるが   

いろ

て

※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合など、関係自治体の要請により実動組織（警察、消防、海上保安庁、自衛隊 ）が必要な支援を実施。実動組織への要請後、

  発電所や気象の状況等を踏まえ、必要に応じ警戒事態の段階においても、原子力施設近傍のヘリポート適地等へのヘリコプターの推進を調整するなど柔軟に対応。

もんじゅ荷揚岸壁
にあげ

杉津桟橋
すいづ

Ｈ

つるが



６．UPZにおける対応
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＜対応のポイント＞

1. 全面緊急事態となった場合、住民（避難行動要支援者を含む。）は屋内退避
を開始するため、これを円滑に実施できる体制が必要。

2. 放射性物質の放出後は、緊急時モニタリングの結果を踏まえて、原子力災害
対策指針で定める基準（OIL）に基づき、空間放射線量率が基準値を超える
地域を特定し、当該地域の住民が一時移転等を行うこととなるため、一時移
転等できる体制を整備。一時移転等の対象地域以外は、原子力災害対策本
部の指示があるまで屋内退避を継続。



UPZの防護措置を実施するフロー（屋内退避実施後）

UPZにおける防護措置の考え方
 全面緊急事態となった場合、UPZ内住民は屋内退避を開始する。

 万が一放射性物質の放出に至った場合、放射性プルームが通過している間に屋外で行動するとかえって被ばくの

リスクが増加するおそれがあるため、屋内退避を継続する。

 その後、国の原子力災害対策本部は、緊急時モニタリングの結果に基づき、原子力災害対策指針で定める基準

（OIL）に基づき、空間放射線量率が基準値を超える地域を特定する。 毎時500μ㏜超過の地域を数時間内を目途

に特定し、当該特定された地域の住民は、速やかに避難等（移動が困難な者の一時屋内退避を含む。）を行う

（OIL1）。また、毎時20μ㏜超過した時からおおむね１日が経過した時の空間放射線量率が毎時20μ㏜超過してい

る地域を特定し、当該特定された地域の住民は、1週間程度内に一時移転を行う（OIL2）。

 これらの防護措置（一時移転等）を的確に実施できる体制を整備する。

PAZ

UPZ

UPZは
屋内退避

※ 屋内退避中は原則として屋内に留まることになるが、屋内退避中の生活の維持に最低限必要な一時的な外出はできる。
※ 屋内退避は、主にプルームからの被ばくの低減を目的とする防護措置であるため、原子炉施設から新たなプルームが到来する可能性がないこと、かつ、既に放出されたプルームが

   滞留していないことが確認できれば、解除することとなる。
※ 屋内退避の継続の判断は、屋内退避実施後３日目を目安として行い、それ以降は日々行うものとする。屋内退避中の生活の維持が困難な場合等には、国が地方公共団体と緊密な   

連携を行いながら、避難への切替えを判断し、指示する。
※ 一時移転等に伴い屋外に出る際には、住民の被ばく量を可能な限り低減するため、身体に放射性物質が付着しないようにレインコート等を着用したり、放射性物質を

体内に吸い込まないようマスクをしたり、タオルやハンカチ等で口や鼻を覆う等の対策を周知。

毎時500μSv
超過（OIL1）と
特定された地域

屋内退避

１週間程度内
に一時移転

緊急時
モニタリンクﾞ

毎時20μSv超過
（OIL2）と特定さ
れた地域

速やかに
避難等

全面緊急事態

放射性物
質の放出

屋内退避実施後3日目を目安
に日々、継続可否判断

屋内退避解除

屋内退避継続

屋内退避 全面緊急事態

解除要件が充足

避難への
切り替え

生活の維持が困難

生活の維持が可能

解
除
要
件
が
充
足
し
な
い

※原子力規制庁「防護措置として
の屋内退避の考え方及びその運
用に ついて」を基に作成

OILに基づく防護措置の判断フロー

PAZは
即時避難

みなみえちぜんちょう

お  ばま し

わかさちょう

いびがわちょう

みはまちょうつる  が   し

えちぜん しえちぜんちょう

ながはま したかしま  し

みはまちょうつる が     し

ＰＡＺ

ＵＰＺ

南越前町
みなみえちぜんちょう

越前市
えちぜんし

敦賀市
つるがし

美浜町
みはまちょう

若狭町
わかさちょう

小浜市
おばまし

琵琶湖

揖斐川町
いびがわちょう

長浜市
ながはまし

越前町
えちぜんちょう

高島市
たかしまし

出典：国土地理院ホームページ
（https://maps.gsi.go.jp/#9/35.795538/136.051941）

「白地図」国土地理院（https://maps.gsi.go.jp/#10/
35.703032/135.964050）をもとに内閣府（原子力防災）作成

PAZは
即時避難

UPZは
屋内退避

屋内退避継続の可否等の判断フロー
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※１ 直読式個人線量計、防護マスク、防護衣等
※２ 物資輸送や道路啓開、ライフラインの復旧等に従事する国、地方公共団体、ライフライン事業者、輸送事業者等の職員等

屋内退避中の一時的な外出等

【住民が自らの生活を維持するための外出】
 住民等は、屋内退避の指示が出ている間も、生活の維持に最低限必要な一時的な外出をすることは可能。
 放射性物質の放出の可能性が高まり、国が外出を控える旨の注意喚起を行った際には、速やかに屋内退避でき

るようにすることが重要。
 外出時に防護装備等の特別な対策※１は不要。万一の急な放射性物質の放出による体表面汚染を予防したい場

合は、マスクの着用やできる限り肌を露出しない服装にすることが考えられる。

【屋内退避中の生活を支える民間事業者等の活動】
・ 緊急事態応急対策に従事する者※２は、必要に応じ、屋外での活動が可能。当該従事者の所属組織は、防護装備の

携行・装着、被ばく線量管理及び健康管理を実施。
・ 医療活動や社会福祉施設等入所者に対する介護、在宅の避難行動要支援者に対する支援等は継続（Ｐ65、66、68、

69、70 ）。
・ 屋内退避指示中も屋内での活動は制限されず、また、屋内退避中の住民の生活を支える上で有益な活動実施のた

めに必要な一時的な外出（従業員の出退勤、必要な商品の搬入等）は可能。
・ 屋内退避が長期化した場合等必要と認める場合は、状況に応じ、食料品、医薬品等の生活物資の小売業者に営業

を呼びかけ。
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①物資の調達
• 避難所で支給される物
資の受取り

• 小売店での物資の購入

②緊急の医療を受ける
• 透析治療や重篤な病気のため
の医療機関の外来受診

• 処方された医薬品の受取り

④動物の世話
• 外飼いのペットや

家畜等の給餌

住民が自らの生活を維持するための外出の例

③家屋の維持
• 家屋の屋根等の雪下ろし
• 家屋周辺の除雪作業
• 台風襲来時の家屋補強



一時移転等に備えた関係者の対応（福井県）

 福井県及び関係市町は、警戒事態で原子力災害警戒本部等を設置し、施設敷地緊急事態で原子力災害
対策本部に移行。

 福井県は、住民の一時移転等に備え、福井県内のバス会社に緊急時における輸送力確保の協力協定に
基づき、バスの派遣準備を要請。

 関係市町は、職員配置表や職員の行動マニュアル等に基づき、一時移転等の対象となる各地区に職員を
配置。
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福井県原子力災害対策本部

関西広域連合
災害対策本部

滋賀県災害対策本部

岐阜県災害対策本部

オフサイトセンター

（福井県美浜原子力防災センター）

福井県原子力災害対策本部

小浜市原子力災害対策本部
おばまし  

オフサイトセンター
 （福井県美浜原子力防災センター）

代替オフサイトセンター
     （福井県大飯原子力防災センター）

代替オフサイトセンター
  （福井県生活学習館）

代替オフサイトセンター
     （福井県高浜原子力防災センター）

敦賀市原子力災害対策本部
つるがし 

福井県敦賀原子力防災センター

若狭町原子力災害対策本部
わかさちょう 

越前市原子力災害対策本部

南越前町原子力災害対策本部
みなみえちぜんちょう

えちぜんし

越前町原子力災害対策本部
えちぜんちょう

美浜町原子力災害対策本部
みはまちょう  

PAZ

UPZ

みはま

おおい

たかはま

つるが

みはま



一時移転等に備えた関係者の対応（滋賀県）
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ながはま し たかしましながはまし たかしまし

ながはまし たかしまし

オフサイトセンター

（福井県美浜原子力防災センター）

滋賀県災害対策本部

岐阜県災害対策本部

関西広域連合
災害対策本部

福井県原子力災害対策本部

高島市災害対策本部

代替オフサイトセンター

     （福井県高浜原子力防災センター）

滋賀県災害対策本部

オフサイトセンター
（福井県美浜原子力防災センター）

代替オフサイトセンター
  （福井県生活学習館）

長浜市災害対策本部

PAZ

UPZ

代替オフサイトセンター

     （福井県大飯原子力防災センター）

みはま

おおい

たかはま

たかしまし

ながはまし

みはま

 滋賀県、長浜市及び高島市は、警戒事態で災害警戒本部を設置し、施設敷地緊急事態で災害対策本部に

 移行。

 滋賀県は、住民の一時移転等に備え、滋賀県バス協会との災害等の緊急時における人員輸送に関する協
定に基づき、バスの派遣準備を要請。

 長浜市及び高島市は、職員配置表や職員の行動マニュアル等に基づき、一時移転等の対象となる各地区
に職員を配置。

福井県敦賀原子力防災センター
つるが 

ながはまし たかしまし

ながはまし たかしまし



 岐阜県及び揖斐川町は、警戒事態で原子力災害警戒体制に移行し、施設敷地緊急事態で原子力災害警
戒本部を設置し、全面緊急事態で災害対策本部に移行。

 住民の一時移転は原則自家用車で行い、自家用車移転が困難な住民は町公用車で輸送。車両が不足す
る場合は岐阜県と岐阜県バス協会との緊急・救援輸送に関する協定に基づき、バスの派遣準備を要請。

 揖斐川町は、職員配置表や職員の行動マニュアル等に基づき、一時移転等の対象となる地区に職員を配
置。

一時移転等に備えた関係者の対応（岐阜県）
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いびがわちょう

オフサイトセンター

（福井県美浜原子力防災センター）

関西広域連合
災害対策本部

滋賀県災害対策本部

オフサイトセンター
（福井県美浜原子力防災センター）

揖斐川町災害対策本部

福井県原子力災害対策本部

代替オフサイトセンター

     （福井県大飯原子力防災センター）

代替オフサイトセンター

     （福井県高浜原子力防災センター）

代替オフサイトセンター
  （福井県生活学習館）

岐阜県災害対策本部

PAZ

UPZ

みはま

おおい

たかはま

いびがわちょう

みはま

岐阜県災害対策本部

福井県敦賀原子力防災センター
つるが 

いびがわちょう



一時移転等を行う際の情報伝達

 一時移転等の指示は、国の原子力災害対策本部から、福井県、滋賀県、岐阜県及び関係市町に

対し、FAX・TV会議システム等を用いて伝達。

 福井県、滋賀県、岐阜県、関係市町・機関から、住民、自治会、消防団、農協、漁協、医療機関、

社会福祉施設、教育機関等へは、防災行政無線、広報車、緊急速報メールサービス、電話、FAX等

のあらゆる情報発信手段を活用して伝達。

原子力災害対策本部
（首相官邸）

FAX・TV会議
システム等

電話・FAX等

自治会、消防団、農
協、漁協、医療機関、
社会福祉施設、教育
機関 等

住民

関係市町
原子力災害対策本部等

福井県原子力災害対策本部

（福井県庁）

岐阜県災害対策本部

（岐阜県庁）

滋賀県災害対策本部

（滋賀県庁）

防災行政無線、広報車、ホームページ、テレビ、
ラジオ、緊急速報メールサービス 等

原子力災害
現地対策本部
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県名 市町名 県内避難先 県外避難先

福井県

美浜町 おおい町、 大野市 ― ―

敦賀市 福井市 奈良県 奈良市、大和郡山市、天理市、生駒市

若狭町 ― 兵庫県 丹波市、丹波篠山市、三木市、加東市、小野市、西脇市、加西市、多可町

小浜市 ― 兵庫県 姫路市、朝来市、豊岡市

南越前町 永平寺町 ― ―

越前市 坂井市、あわら市 石川県 小松市、能美市

越前町 坂井市 ― ―

滋賀県

長浜市 長浜市内、草津市、甲賀市、東近江市

大阪府

大阪市、堺市、岸和田市、泉大津市、貝塚市、八尾市、泉佐野市、富田林市、

河内長野市、松原市、和泉市、柏原市、羽曳野市、高石市、藤井寺市、東大阪市、

泉南市、大阪狭山市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、

千早赤阪村

高島市 高島市内、大津市
大阪市、豊中市、池田市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、寝屋川市、

大東市、箕面市、門真市、摂津市、四條畷市、交野市、島本町、豊能町、能勢町

岐阜県 揖斐川町 揖斐川町内、 美濃市 ― ―

UPZ内住民の一時移転等
 住民を安全かつ円滑に一時移転等させるため、国の原子力災害対策本部、福井県、滋賀県、岐阜県及び関係市町が、実施に係る

実務（避難先の準備、避難経路の確認、輸送手段の確保、避難退域時検査及び簡易除染の実施体制、地域毎の一時移転等開始

時期など）の調整を行う。

 UPZ関係市町を対象とした避難計画に基づき、住民の一時移転等を行う。

 県外避難を行う場合、避難元の県からの受入れ要請に基づき、避難計画で示された奈良県、兵庫県、石川県及び大阪府の避難先

で受入れを行う。

 なお、避難先施設が被災等のやむを得ない事情により、事前に定めた人数での受入れができない場合は、同一府県又は関西広域

連合等において避難先の調整を行う。
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わかさちょう

えちぜんちょう

いびがわちょう

みはまちょう

つるがし

えちぜんし

みなみえちぜんちょう

たかしまし

ながはまし

ちょう おおのし

ふくいし

おばまし

さかいし

えいへいじちょう

くさつし こうかし ひがしおうみし

おおつし

みのし

ならし やまとこおりやまし てんりし いこまし

ひめじし あさごし とよおかし

たんばし たんばささやまし みきし かとうし おのし にしわきし かさいし たかちょう

こまつし のみし

おおさかし さかいし きしわだし いずみおおつし かいづかし やおし いずみさのし とんだばやしし

かわちながのし まつばらし いずみし かしわらし はびきのし たかいしし ふじいでらし ひがしおおさかし

せんなんし おおさかさやまし はんなんし ただおかちょうくまとりちょう たじりちょう みさきちょうたいしちょう かなんちょう

ちはやあかさかむら

とよなかし いけだし すいたし たかつきし もりぐちし ひらかたし いばらきし ねやがわ
し

だいとうし みのおし かどまし せっつし しじょうなわてし かたのし しまもとちょう とよのちょう のせちょう

※なお、避難先施設が被災等のやむを得ない事情により、事前に定めた人数での受入ができない場合は、 （ ）内の避難先、同一府県又は関西広域連合等において避難先の調整を行う。

さかいし

ながはまし

たかしまし

いびがわちょう

おおさかし

し



UPZの福井県内各市町の避難先

福井県５市町
県内避難先

おおい町他５市町

 UPZにある福井県内各市町の住民の避難先は、福井県内及び県外（奈良県・兵庫県・石川県）にお
いて避難先を確保。

 避難先の準備状況、避難先までの道路状況、気象情報等により、事前に定めた避難先での受入れ
ができない場合は、同一府県又は関西広域連合において避難先の調整を行う。
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PAZ

UPZ

福井県４市町
県外避難先

奈良県奈良市他３市

   兵庫県丹波市他10市町

石川県小松市他１市

ならし

たんばし

こまつし

ちょう



UPZの滋賀県長浜市及び高島市の避難先

 UPZにある滋賀県長浜市・高島市の住民の避難先は、滋賀県内及び県外（大阪府）において避難先
を確保。地域コミュニティの確保と行政支援継続の観点から、県内避難を基本とする。 

 避難先の準備状況、避難先までの道路状況、気象情報等により、事前に定めた避難先での受入れ
ができない場合は、大阪府又は関西広域連合において避難先の調整を行う。
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長浜市・高島市 県外避難先

   長浜市：大阪府大阪市他２５市町村

高島市：大阪府大阪市他１７市町

PAZ
UPZ

ながはまし たかしまし

長浜市・高島市
県内避難先

長浜市内、高島市内

他４市

ながはまし たかしまし

ながはまし たかしまし

ながはまし たかしまし

ながはまし

たかしまし

たかしましながはまし

おおさかし

おおさかし



 UPZにある岐阜県揖斐川町の住民の避難先は、岐阜県内において避難先を確保。地域コミュニ
ティの確保と行政支援継続の観点から、県内避難を基本とする。 

 避難先の準備状況、避難先までの道路状況、気象情報等により、事前に定めた避難先での受入
れができない場合は、岐阜県において避難先の調整を行う。

UPZの岐阜県揖斐川町の避難先

県内避難先

揖斐川町内・美濃市

いびがわちょう

みのし

PAZ

UPZ
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いびがわちょう

いびがわちょう



福井県におけるUPZの学校・保育所等の防護措置

 福井県では、警戒事態発生時に、UPZに位置する保育所・幼稚園、小学校及び中学校等毎に校長等を本部長とす
る学校災害対策本部等を設置する。

 全ての学校・保育所において学校原子力災害時避難計画を策定済であり、学校災害対策本部等は関係市町原子
力災害対策本部等の指示により警戒事態において、学校等の対応及び保護者の迎え等について保護者あてに
連絡（メール配信等）し、児童等の帰宅又は保護者への引き渡しを実施。全面緊急事態までに保護者への引き渡し
を完了する。

 引き渡しができなかった児童等は、屋内退避（校舎内）を実施する。その後、事態が悪化し、関係市町原子力災害
対策本部等から一時移転等の指示が出された場合は、職員等とともに一時移転等を行い、避難先において保護者
に引き渡す。

UPZ の教育機関数
（令和７年４月１日時点）

教育機関数
（機関）

児童・生徒数
（人）

保育所・
幼稚園等

９９ ６，６７４

小学校 ５３ １０，０６３

中学校 ２２ ５，５１２

高等学校 １１ ５，７１４

特別支援学校 ３ ３５５

その他の学校※ ９ ２，０９０

合 計 １９７ ３０，４０８

国原子力
事業者

引き渡し

関係市町・
教育委員会

校内に災害対策本部等を設置

屋内退避指示

連絡・指示
福井県

保護者への連絡及び引き渡しの実施

全面緊急事態までに引き渡しを完了

引き渡しができなかった児童等と職員の避難

一時移転等指示

保護者へ
引き渡し

「学校原子力災害時避難計画」
によって行動開始教育機関

保護者

避難先

全面緊急事態に事態が進展

屋内退避（校舎内）

警戒事態発生
（例 大地震（震度6弱）、大津波）
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※ 専門学校、専修学校、高等専門学校、大学等



福井県におけるUPZの医療機関・社会福祉施設の避難先

 福井県では、UPZにある全ての医療機関、社会福祉施設（127施設5,890人）について、 施設ごとの
避難計画を作成し、避難先を確保。

 何らかの事情で、あらかじめ確保した避難先施設が使用できない場合には、福井県原子力災害対
策本部が受入先を調整。

施設区分

避難元施設

施設数
入所定員

（人）

医療機関（病院・有床診療所） ２４ ２，０８３

社会福祉施設

介護保険施設等 ７８ ３，０８７

障害福祉サービ
ス事業所等 ２２ ６３３

児童養護施設等 ３ ８７

小計 １０３ ３，８０７

合 計 １２７ ５，８９０

＜ UPZ内 ＞ ＜ UPZ外 ＞

避難先施設

受入施設数
受入可能人数

（人）

２２ ５，４２１

１８２ ３，０８７

３１ ６３３

４ ８７

２１７ ３，８０７

２３９ ９，２２８

施設ごとの避難
計画を作成し、
避難先を確保

※ 令和７年３月１日時点（医療機関は令和７年12月31日時点）
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福井県のUPZ内における在宅の避難行動要支援者の防護措置
 関係市町は、在宅の避難行動要支援者及び同居者並びに屋内退避や避難に協力してくれる支援者に対し、

防災行政無線、広報車、ホームページ、緊急速報メールサービス、テレビ、ラジオ等を用いて情報提供を行
い、在宅の避難行動要支援者の屋内退避・一時移転等を実施。

 支援者の同行により、地域住民と一緒に避難できる在宅の避難行動要支援者は、一時移転等が必要と
なった際には、関係市町が準備した避難先に一時移転等を行う。なお、介護ベッド等が必要な在宅の避難
行動要支援者は、福井県原子力災害対策本部において関係機関と調整し避難先を確保。

 支援者のいない者については、今後支援者を確保していく。また、支援者を確保できない場合においても、
関係市町職員、自治会、消防職員・団員等の協力により屋内退避・一時移転等ができる体制を整備。

 なお、避難行動要支援者のバス等による避難においては、身体的な負担を考慮し、避難中に休憩をとるな
ど健康に配慮した避難を行う。

UPZ内（人）

美浜町 １,１７１（１,１７１）

敦賀市 ３,４２６（９１２）

若狭町 ９７１（１６５）

小浜市 ４４９（４４９）

南越前町 １,０６９（６８９）

越前市 ２,８３５（６９５）

越前町 ４９９（４９７）

合計 １０,４２０（４,５７８）

UPZ内の在宅の避難行動要支援者数（暫定値）

同居者・支援者

関係市町職員
・消防団員等

協力在宅避難行動
要支援者

屋内退避

関係市町原子力災害対策本部等

一時移転等

移動避難先 福祉避難所※等 ※ （ ）内は支援者有り
※ 令和７年４月現在

※県内指定福祉避難所数（避難対象７市町を除く）：170施設 66

えちぜんちょう

えちぜんし

おばまし

みなみえちぜんちょう

わかさちょう

つるがし

みはまちょう防災行政無線・広報車・ホームページ・緊急速報
メールサービス・テレビ・ラジオ等による情報提供 連絡等



滋賀県におけるUPZの学校・保育所等の防護措置

※ 専門学校、専修学校、高等専門学校、大学等

国原子力
事業者

引き渡し

校内に学校災害対策本部等を設置

屋内退避指示

滋賀県

引き渡しができなかった児童等と職員の避難

一時移転等指示

保護者へ
引き渡し

「学校防災マニュアル」
によって行動開始教育機関

保護者

警戒事態発生
（例 全交流電源喪失）

避難先

全面緊急事態に事態が進展

屋内退避（校舎内）

 滋賀県では、警戒事態発生時に、UPZに位置する保育所・幼稚園、小学校及び中学校等毎に校長等を本部長とす
る学校災害対策本部等を設置する。

 全ての学校・保育所において学校防災マニュアルを策定済であり、学校災害対策本部等は長浜市・高島市災害

対策本部や長浜市・高島市教育委員会等の指示により警戒事態において、学校等の対応及び保護者の迎え等に

ついて保護者あてに連絡（メール配信等）し、児童等の帰宅又は保護者への引き渡しを実施。全面緊急事態までに

保護者への引き渡しを完了する。

 引き渡しができない児童等は、屋内退避（校舎内）を実施する。その後、事態が悪化し、長浜市・高島市災害対策
本部から一時移転等の指示が出された場合は、職員等とともに一時移転等を行い、避難先において保護者に引き
渡す。

保護者への連絡及び引き渡しの実施

全面緊急事態までに引き渡しを完了

長浜市・高島市
教育委員会

連絡・指示
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ながはまし たかしまし

ながはまし

たかしまし

たかしまし

ながはまし たかしまし

ながはまし

UPZ の教育機関数
（令和７年５月１日時点）

教育機関数
（機関）

児童・生徒数
（人）

保育所・
幼稚園等 １５ １，１６７

小学校 １７ １，８６２

義務教育学校 １ １２６

中学校 ７ １，１４０

高等学校 ２ ７８１

特別支援学校 ０ ０

その他の学校※ ０ ０

合計 ４２ ５，０７６



避難先施設

受入施設数
受入可能人数

（人）

１１ ９５０

２４ １，４５８

２２ ４８２

３ ３６０

４９ ２，３００

６０ ３，２５０

滋賀県におけるUPZの医療機関・社会福祉施設の避難先

 滋賀県では、UPZにある医療機関、社会福祉施設（59施設1,988人）のうち、医療機関、介
護保険施設等、障害福祉サービス事業所等については、国の原子力災害対策本部から
一時移転等の指示が出た場合における受入候補施設を、滋賀県災害対策本部にて医療
機関、介護保険施設等、障害福祉サービス事業所等合計57施設との調整により確保。

 救護施設についてはあらかじめ３施設を確保。何らかの事情で、あらかじめ選定した避難

先施設が使用できない場合には、滋賀県災害対策本部が受入先を調整。

＜ UPZ内 ＞ ＜ UPZ外 ＞

障害福祉サービス事業
所等、候補施設との調
整により受入先を確保。
救護施設についてはあ
らかじめ受入先を確保。

※令和７年４月１日時点 68

施設区分

避難元施設

施設数
入所定員

（人）

医療機関（病院・有床診療所） ３ ３４０

社会福祉施設

介護保険施設等 ２７ ８１４

障害福祉サービ
ス事業所等 ２６ ４２４

救護施設 ３ ４１０

小計 ５６ １，６４８

合 計 ５９ １，９８８



滋賀県のUPZ内における在宅の避難行動要支援者の防護措置

 長浜市・高島市は、在宅の避難行動要支援者及び同居者並びに屋内退避や避難に協力してくれる支援者に対
し、 防災行政無線、広報車、緊急速報メールサービス、テレビ、ラジオ等を用いて情報提供を行い、在宅の避
難行動要支援者の屋内退避・一時移転等を実施。

 支援者の同行により、地域住民と一緒に避難できる在宅の避難行動要支援者は、一時移転等が必要となった
際には、長浜市・高島市が準備した避難先に一時移転等を行う。なお、介護ベッド等が必要な在宅の避難行動
要支援者は、避難先にて設置している福祉避難コーナーを利用。

 支援者のいない者については、今後支援者を確保していく。また、支援者を確保できない場合においても、
長浜市及び高島市職員、自治会、消防職員・団員等の協力により屋内退避・一時移転等ができる体制を整備。

 なお、避難行動要支援者のバス等による避難においては、身体的な負担を考慮し、避難中に休憩をとるなど
健康に配慮した避難を行う。

市町名 UPZ内（人）

長浜市 ４９３（３７１）

高島市 ５７８（５７８）

合計 １，０７１（９４９）

UPZ 内の在宅の避難行動要支援者数

※1 （ ）内は支援者有り
※2 令和７年４月１日現在避難先

（避難所内に福祉避難
コーナーを設置）

同居者・支援者

長浜市、高島市職員
・消防団員等

連絡等

協力在宅避難行動
要支援者

屋内退避

防災行政無線・広報車・緊急速報メール
サービス・テレビ・ラジオ等による情報提供

長浜市・高島市災害対策本部

一時移転等
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ながはまし たかしまし

ながはまし たかしまし

たかしましながはまし

ながはまし たかしまし

たかしまし

ながはまし

ながはまし たかしまし



 在宅の避難行動要支援者及び同居者並びに屋内退避や避難に協力してくれる支援者に対し、電話、音声告知放
送、テレビ、広報車、インターネット等を用いて情報提供を行い、在宅の避難行動要支援者の屋内退避・一時移転
等を実施。

 支援者の同行により、地域住民と一緒に避難できる在宅の避難行動要支援者は、一時移転等が必要となった際に
は、揖斐川町が準備した福祉避難所等に一時移転等を行う。

 支援者のいない者については、今後支援者を確保していく。また、支援者を確保できない場合においても、揖斐川
町職員、自治会、消防職員・団員等の協力により屋内退避・一時移転等ができる体制を整備。

町名 UPZ内（人）

揖斐川町 ８（８）

岐阜県のUPZ内における在宅の避難行動要支援者の防護措置

UPZ 内の在宅の避難行動要支援者数

同居者・支援者

揖斐川町職員
・消防団員等

連絡等

協力在宅避難行動
要支援者

屋内退避

音声告知放送、テレビ、広報車、
インターネット等による情報提供

揖斐川町災害対策本部等

一時移転等

移動避難先 福祉避難所等

70

いびがわちょう

※1 （ ）内は支援者あり
※2 令和７年４月１日現在

いびがわ

いびがわちょう

いびがわちょう

いびがわちょう

ちょう



 関係県及び関係市町は観光客等一時滞在者に対し、警戒事態の発生で、帰宅等を呼びかける。

 自家用車等により速やかに帰宅等可能な一時滞在者は、警戒事態の段階で、自家用車等にて帰宅等を開始。

 路線バス等公共交通機関も利用できない観光客など、帰宅等に時間を要する一時滞在者については、宿泊施設等

へ移動。その後、全面緊急事態までに、公共交通機関を利用し帰宅等可能な一時滞在者は、帰宅等を実施。

 全面緊急事態の段階までに帰宅等が困難な一時滞在者は、宿泊施設等において屋内退避を実施し、その後、OIL

基準に基づく一時移転等の指示があった場合には、徒歩等により一時集合場所に集まり、関係県及び関係市町が

確保した車両で一時移転等を実施。

UPZ内の観光客等一時滞在者の避難等

警
戒
事
態
発
生

帰宅
等の
呼び
かけ

＜観光客等一時滞在者の避難の流れ＞

自
宅
等

自家用車等
自
家
用
車
等
に
よ
り

速
や
か
に
帰
宅
等
可

能
な
一
時
滞
在
者 ※

バス

一
時
集
合
場
所
に
集
合

避難
指示

宿
泊
施
設
等
へ
移
動

O
I
L
基
準
の
超
過

宿
泊
施
設
等
に
て

屋
内
退
避

全
面
緊
急
事
態

施
設
敷
地
緊
急
事
態

移
動
手
段
を
確
保
で
き
た

際
に
は
帰
宅
等
を
実
施

避
難
先

自
宅
等

公
共
交
通
機
関
を
利

用
し
帰
宅
等
を
実
施

自
宅
等

※ 避難退域時検査の実施

自家用車、観光バス
のほか、路線バス等
公共交通機関で速
やかに帰宅等が可
能な一時滞在者

路線バス等公共交
通機関が利用できな
い観光客など、帰宅
等に時間を要する一
時滞在者

移
動
手
段
が
確
保
で
き

ず
帰
宅
等
に
時
間
を

要
す
る
一
時
滞
在
者

移
動
手
段
を
確
保
で
き
た

際
に
は
帰
宅
等
を
実
施

71※ 一時滞在者は民間企業の就労者を含む（緊急事態応急対策に従事する者等を除く）。



施設敷地緊急事態
（屋内退避準備要請）

警戒
事態 全面緊急事態（屋内退避指示）

自然災害等（地震、津波等※1）により屋内退避が困難となる場合の基本フロー

 地震による家屋の倒壊等をはじめとする様々な理由により家屋における滞在が困難な場合には、安全確保のため市町にて開設する

近隣の指定避難所等に避難を実施。

 その後、全面緊急事態となり、屋内退避指示がでている中で余震が発生し、家屋や既に避難している近隣の指定避難所等への被害が

更に激しくなる等、屋内退避の継続が困難な場合には、人命の安全確保の観点から地震に対する避難行動を最優先することが重要。

このことから、市町にて開設するUPZの別の指定避難所等や、あらかじめ定められているUPZ外の避難先の準備が整い次第、関係自

治体の指示に従い避難を行う※２。

 なお、屋内退避指示中に避難を実施する際には、国及び関係県等は、住民等の避難を安全かつ円滑に実施するため、避難経路や

避難手段、国が提供する原子力発電所の状況や緊急時モニタリングの結果、気象情報、避難所の開設タイミング等について、確認・調

整等を行う。

余
震
発
生

地
震
発
生

家屋が倒壊等した場合に
は、近隣の指定避難所等

にて屋内退避

自家用車・バスによる避難

自家用車・バスによる避難

屋内退避準備

ケ
ー
ス
１

ケ
ー
ス
２

自宅にて屋内退避

ＵＰＺ外

県内外避難先

・原子力災害時に備えあら
かじめ設定している県内外
避難先

県内外避難先：Ｐ60参照

＜屋内退避中に余震が発生し被害が激しくなった場合＞

家屋が倒壊等した場合には、市町にて
開設する近隣の指定避難所等へ避難

※１ 大雨による土砂災害時においても基本的には同様のフローとなる。

余震発生に伴い、屋内退避の
継続が困難な状況が発生

※２ 仮に、放射性物質放出に至った場合に避難するような場合には、住民の被ばく量を可能な限り低減するため、身体に放射性物質が付着しないようにレインコート等を着用したり、
放射性物質を体内に吸い込まないようマスクをしたり、タオルやハンカチ等で口や鼻を覆う等の対策を周知。

既に避難している近隣の指定
避難所等にて屋内退避
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暴風雪や大雪時などにおけるUPZの防護措置

 OIL基準の超過により一時移転等が必要な場合であっても、暴風雪や大雪時など、気象

庁から特別警報等が発表され、外出をすることで命に危険が及ぶような場合には、天候

が回復するなど、安全が確保されるまでは、屋内退避を優先。※

 その後、天候が回復するなど、安全が確保できた場合には、一時移転等を実施。

住民等

施設敷地緊
急事態

警戒
事態

全面緊急事態

天候回復（暴風雪警報や大雪警報等の解除）

徒歩等

＜全面緊急事態で天候が回復した場合＞

バスによる避難

ＵＰＺ外

避難先屋内退避準備

一時集合
場所

自家用車等による避難

自宅等にて屋内退避

OIL基準の超過

暴風雪や大雪時など（気象庁における特別警報等の発表）
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台風等に伴う大雨により、市町から土砂災害や洪水等に係る避難指示等が
発令された場合には、該当地域の住民は、指定緊急避難場所等の安全が確
保できる場所で屋内退避を実施。

※ 地震による家屋の倒壊等をはじめとする様々な理由により家屋における滞在が困難
な場合には、安全確保のため市町にて開設する近隣の指定避難所等に避難を実施。

（外出をすることで命に危険が及ぶような場合）



積雪量が多く直ちに避難が困難な場合の対応（UPZ） 

OIL基準を超過し、暴風雪や大雪などの警報等が解除された場合であっても、避難経路の除雪が完了
し安全に一時移転等ができる環境となるまでは、屋内退避を継続する。※１

 主な避難経路の除雪が未完了の段階であっても、その他の避難経路が活用できる場合は、その他
の避難経路を活用する。

 主要な幹線道路の除雪が完了し、一時移転等が可能となった時点で住民避難を開始する。なお、生
活道路の除雪が完了しなければ避難ができない場合において、道路管理者や民間事業者による除
雪が困難になった場合には、実動組織により除雪及び一時移転等の支援（P26参照）を行うが、除雪
が完了していない間には、無理な自家用車避難による立ち往生などを回避するため、当該住民はバ
ス等により一時移転等を行うこととする。※２

 社会福祉施設等の入所者についても、避難経路の除雪が完了した段階で一時移転等を開始するこ
ととする。在宅の要支援者について、支援者の介助等によっても一時移転等が困難な場合は、実動
組織（消防、自衛隊等）の支援により一時移転等を行う。

※１ 立ち往生などにより除雪活動が妨げられることがないよう、豪雪時の対応について必要な広報を行う。
屋内退避中も、生活物資の受け取りや屋根の雪下ろし等、生活の維持に最低限必要な一時的な外出は可能。フィルタベントにより放射性物質の放出が予定
されている場合等については、一時的な外出を控える旨の注意喚起を国や自治体から行う。

※２ 一時集合場所及び社会福祉施設から幹線道路までの経路について優先的に除雪するなど、バスや福祉車両による一時移転等が可能となるよう留意する。

• 屋内退避を継続 • 主な避難経路に加え、
その他の避難経路を活
用

• 無理な自家用車避難の回避、バス
避難への変更

• 在宅の要支援者で一時移転等が
困難な場合は、実動組織に支援を
依頼

除雪未完了

（警報等が解除）

除雪未完了
（一部避難経路が

通行可能）

除雪完了

（生活道路は未除雪）

OIL
基準
超過
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大雪の予報等の発表により屋内退避の継続が困難になると見込まれる場合

施設敷地
緊急事態 全面緊急事態（屋内退避指示）

徒歩等

＜全面緊急事態で大雪の予報等が発表された場合＞

バスによる避難

ＵＰＺ外

屋内退避準備

一時集
合場所

自家用車等による避難

自宅等にて
屋内退避

気象庁における大雪の予報等

屋内退避を継続

屋内退避の継続が困
難になると見込まれる

屋内退避の継続が可
能と見込まれる

 気象庁から大雪の予報等が発表され、屋内退避の継続が困難になると見込まれ、交通障害等により避難を実施することで命に危険

が及ぶ前に避難が必要であると、関係自治体等が判断した場合には、その指示に従いUPZ外へ避難を行う。

 屋内退避指示が出ている中で大雪が発生すると、物資の受け取り、人的支援、一時的な外出等が困難になることも想定される。加え

て、フィルタベントにより放射性物質の放出が予定され一時的な外出を控える旨の注意喚起がされた場合には、一時的な外出を実施

できない期間が長くなるため、屋内退避の継続が困難になると見込まれた時点で避難を行うことができる。

 屋内退避の継続が困難となった時点での避難は、天候や除雪等の状況によって、交通障害が発生し、命に危険が及ぶため、屋内退

避の継続が困難になると見込まれた時点かつ安全に避難ができる段階で避難を行うことができる。

一時的な外出は可能
一時的な外出を
控える注意喚起

大雪により一時的
な外出等が困難

大雪警報等の発表

県内外避難先

・原子力災害時に備えあらかじめ設定している
県内外避難先

県内外避難先：P60参照
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感染症※1の流行下でのUPZの防護措置
 感染症の流行下において原子力災害が発生した場合、感染者や感染の疑いのある者も含め、感染拡大・予防対策を十分考慮した上で、避難や

屋内退避等の各種防護措置を行う。

 具体的には、UPZ内の住民が一時移転等を行う場合には、その過程（避難車両等）又は避難先（避難所等）などにおける感染拡大を防ぐため、感染

者とそれ以外の者との分離、人と人との距離の確保、マスクの着用、手洗いなどの手指衛生等の感染対策を実施する。

 自宅等で屋内退避を行う場合には、放射性物質による被ばくを避けることを優先して屋内退避を実施し、換気については、屋内退避の指示が出され

ている間は原則行わないこととする。また、自然災害により指定避難所等で屋内退避する場合は、密集を避け、極力分散して退避することとし、これ

が困難な場合には、市町が開設する近隣の別の指定避難所等や、あらかじめ定められているUPZ外の避難先へ避難する。

 原子力災害の発生状況、感染拡大の状況及び避難車両や避難所等の確保状況など、その時々の状況に応じて、車両や避難所を分ける、又は同じ

車両や避難所内で距離や離隔を保つなど、柔軟に対応する。

避難等の実施避難元

＜感染症（新型インフルエンザ等）の流行下での原子力災害が発生した場合（UPZ）＞

それ以外
の者

感染者
（重症者）

手
洗
い
・
消
毒
・
マ
ス
ク
の
着
用
・
一
定
の
距
離
確
保
等
の
感
染
予
防
策
を
徹
底

一
時
移
転
等
開
始

バス避難者
等の一時集
合場所等
 密 集 を 避

け、極力分
散して集合。

（例）
[感染者（軽症者等）]
・ 一時集合場所

等を経由せず、
直接避難施設
へ避難する。

[それ以外の者]
・  検温等による

体調確認を行
う。

・ 一時集合場所
等の中で分け
る。ただし、別
部屋に分けら
れない場合は、
同部屋内で十
分な間隔を確
保する。

・ 一時集合場所
等の場所を分
ける。

避難車両

 バス等で避難する際は、密集を避け、
極力分散して避難。

（例）
・ 追加車両の準備やピストン輸送等を実施する。
・ マスクを着用し、座席を十分離して着席する。

避難所等

 感染者（軽症者等）は、そ

れ以外の者とは隔離する

ため、別施設や個室等に

避難。また、密集を避け

る。

Ｕ
Ｐ
Ｚ
内
の
住
民

避難先

屋内退避
 自宅等でも、放射性物質による被

ばくを避けることを優先して屋内
退避を実施し、換気については、
屋内退避の指示が出されている
間は原則行わない。

 指定避難所等で屋内退避を実施
する場合は、密集を避け、極力分
散して退避。

（例）
[感染者（軽症者等）]

・ 別車両により、指定された避難施
設へ避難する。

[それ以外の者]
・ 検温等による体調確認を行う。
・ 施設内の別部屋に分ける。ただし、

別部屋に分けられない場合は、同
部屋内で十分な間隔を確保する。

・ 避難施設の場所を分ける。

 避難先施設では、密集を

避ける。

 バス等で避難する際は、密集を避け、
極力分散して避難。

（例）
・ 追加車両の準備やピストン輸送等を実施する。
・ マスクを着用し、座席を十分離して着席する。

避難退域時
検査場所

 密 集 を 避
け、極力分
散して検査。

（例）
・ 一時集合場

所 を 経 由 せ
ず に 直接 来
た 者 は 、 検
温 等 に よ る
体 調 確 認 を
行う。

・ 検査場所等
の 中 で 分 け
て検査する。

感染症指定医療機関等で治療

※１ 新型インフルエンザ等対策特別措置法第二条第一項に定める新型インフルエンザ等を指す。
※２ 軽症者等とは、入院治療が必要ない無症状病原体保有者及び軽症患者のこと。また、既にUPZ外のホテル等において、療養等している場合あり。
※３ 濃厚接触者、発熱者等の感染の疑いのある者、又はそれ以外の者は、可能な限りそれぞれ別々に避難（車両、避難所等）する。
※４ 避難先施設で密集が発生するおそれのある場合は、県旅館・ホテル組合に「それ以外の者」の受入れについて協力を依頼する。

感染者
（軽症者等）

※２

※３
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 UPZで一時移転等の対象となる地域は、UPZ全域ではなく、その一部に留まることが想定される点に留意。ここでは
あえて、福井県UPZ全域において福祉車両による避難が必要な避難行動要支援者が、一時移転等を実施すると仮
定した場合の輸送能力を確保する。

 必要となる輸送能力は、車椅子車両が160台、ストレッチャー車両が79台に対して、福井県内における保有車両数
はそれぞれ、893台と214台であり、必要台数を要請し確保。

 また、在宅の避難行動要支援者等の一時移転等の際には、まずは県内で保有している福祉車両を利用し避難する
ことを優先するが、それでも不足するような場合には、(一社）福井県タクシー協会に所属するタクシー（789台）を活
用。（車椅子を荷台に積むことや座席のリクライニング利用などにより、福祉車両と同等の輸送が可能。）

 なお、それでも必要車両数が確保できない場合には、国の原子力災害対策本部にて福祉車両の確保にむけた調
整を行う。

※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、関係自治体の要請により実動組織（警察、消防、海上保安庁、自衛隊）が必要に応じ支援を実施。

車椅子車両 ストレッチャー車両 備考

在宅 １，３２９台 １，０２３台

医療機関 ３８２台 ９４０台

社会福祉施設 ５１８台 ７７８台

合計 ２，２２９台※１ ２，７４１台※２

※１ 車椅子車両は１台当たり２名の避難行動要支援者の搬送
をすることを想定。

※２  ストレッチャー車両は１台当たり１名の避難行動要支援者
の搬送をすることを想定。

必要車両台数 １６０台 ７９台
・ピストン輸送（１４往復）を想定。
・ストレッチャー車両はピストン輸送（３５往復）を想定。

県内の福祉車両保有数 ８９３台 ２１４台
・県内における医療機関や社会福祉施設等における保有台

数の合計数（消防の保有する救急車の台数を除く）。

（一社）福井県タクシー協会
に所属するタクシー会社が
保有するタクシー台数

７８９台（令和８年２月時点）
・一般タクシーは、車椅子（大型電動車椅子を除く）を荷台に
積むことや座席のリクライニング利用や支援者の同伴により、
福祉車両と同等の輸送能力が確保可能。

※ この他、関西電力(株)の保有する福祉車両（車椅子車両１１台、ストレッチャー・車椅子兼用車両２１台）について活用。

UPZ市町の一時移転等における福祉車両の確保（福井県）
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 UPZで一時移転等の対象となる地域は、UPZ全域ではなく、その一部に留まることが想定される点に留意。 ここ
ではあえて、滋賀県UPZ全域において福祉車両による避難が必要な避難行動要支援者が、一時移転等を実施す
ると仮定した場合の輸送能力を確保する。

 必要となる輸送能力は、車椅子車両が60台、ストレッチャー車両が21台に対して、滋賀県内における保有車両数
はそれぞれ、285台と21台であり、必要台数を要請し確保。

 また、在宅の避難行動要支援者等の一時移転等の際には、まずは県内で保有している福祉車両を利用して避難
することを優先するが、それでも不足するような場合には、 （一社）滋賀県タクシー協会に所属するタクシー（978
台）を活用。（車椅子を荷台に積むことや座席のリクライニング利用などにより、福祉車両と同等の輸送が可能。）

 なお、それでも必要車両数が確保できない場合には、国の原子力災害対策本部にて福祉車両の確保にむけた
調整を行う。

※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、関係自治体の要請により実動組織（警察、消防、海上保安庁、自衛隊）が必要に応じ支援を実施。

車椅子車両 ストレッチャー車両 備考

在宅 ２９３台 ６１台

医療機関 １１０台 １４６台

社会福祉施設 ４３５台 ８７台

合計 ８３８台※１ ２９４台※２

※１ 車椅子車両は１台当たり１名の避難行動要支援者の搬
送をすることを想定。
※２ ストレッチャー車両は１台当たり１名の避難行動要支援
者の搬送をすることを想定。

必要車両台数 ６０台 ２１台
・ピストン輸送（１４往復）を想定。
・必要車両台数は、車椅子車両及びストレッチャー車両それぞ
れ１台当たり１名で算定。

県内の福祉車両保有数 ２８５台 ２１台
・UPZの医療機関・社会福祉施設等や県内行政・タクシー会

社における保有台数の合計数（消防の保有する救急車の台

数を除く）。

（一社）滋賀県タクシー協会
に所属するタクシー会社が
保有するタクシー台数

９７８台（令和７年４月時点）

・車椅子車両、ストレッチャー車両を除く。
・一般タクシーは、車椅子（大型電動車椅子を除く）を荷台に
積むことや座席のリクライニング利用や支援者の同伴により、
福祉車両と同等の輸送能力が確保可能。

※ この他、関西電力(株)の保有する福祉車両（車椅子車両１１台、ストレッチャー・車椅子兼用車両２１台）について活用。

UPZ市の一時移転等における福祉車両の確保（滋賀県）
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 UPZで一時移転等の対象となる地域は、UPZ全域ではなく、その一部に留まることが想定される点に留意。ここで
はあえて、岐阜県UPZ全域において福祉車両による避難が必要な避難行動要支援者が、一時移転等を実施する
と仮定した場合の輸送能力を確保する。

 必要となる輸送能力は、車椅子車両が８台に対して、岐阜県内（揖斐川町内）における保有車両数は８台であり、
必要台数を要請し確保。

 また、在宅の避難行動要支援者等の一時移転等は原則支援者の自家用車で行うが、不足の際には町内で保有
している福祉車両を利用して避難することを優先し、それでも不足する場合には、岐阜県タクシー協会に所属する
タクシー（1,507台）を活用。（車椅子を荷台に積むことや座席のリクライニング利用などにより、福祉車両と同等の
輸送が可能。）

 なお、それでも必要車両数が確保できない場合には、国の原子力災害対策本部にて福祉車両の確保にむけた
調整を行う。

※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、関係自治体の要請により実動組織（警察、消防、海上保安庁、自衛隊）が必要に応じ支援を実施。

車椅子車両 ストレッチャー車両 備考

在宅 ８台 ０台

医療機関 該当施設なし

社会福祉施設 該当施設なし

合計 ８台 ０台

必要車両台数 ８台 ０台

町内の福祉車両保有数 ８台 ０台
・県内における医療機関や社会福祉施設等における保有台

数の合計数（消防の保有する救急車の台数を除く）。

岐阜県タクシー協会に所属
するタクシー会社が保有す
るタクシー台数

１，５０７台
（令和７年７月時点）

・一般タクシーは、車椅子（大型電動車椅子を除く）を荷台に
積むことや座席のリクライニング利用や支援者の同伴により、
福祉車両と同等の輸送能力が確保可能。

※ この他、関西電力(株)の保有する福祉車両（車椅子車両１１台、ストレッチャー・車椅子兼用車両２１台）について活用。

UPZ町の一時移転等における福祉車両の確保（岐阜県）
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UPZ市町の一時移転等における輸送能力の確保（福井県）

 UPZで一時移転等の対象となる地域は、UPZ全域ではなく、その一部に留まることが想定される

点に留意。福井県では県内避難先に原則自家用車により一時移転等を実施することとなるが、こ

こではあえて、福井県におけるUPZ全域が、一時移転等を実施すると仮定した場合の輸送能力を

確保する。

 必要となる輸送能力は、想定対象人数10,798人、必要車両数243台に対して、福井県内バス会社
の保有車両数は859台であり、必要台数を要請し確保。

 なお、県内の輸送手段では不足する場合、関西広域連合等関係機関が関西圏域の府県及び隣接
府県等の関係団体から輸送手段を調達する（詳細についてはP83参照）。

※   不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、関係自治体の要請により実動組織（警察、消防、海上保安庁、自衛隊）が必要に応じ支援を実施。

合計 美浜町 敦賀市 若狭町 小浜市 南越前町 越前市 越前町 備考

対象人数
（想定）

(人)

UPZ内人口 215,899 7,934 61,852 13,104 23,732 9,380 80,264 19,633 R７.４.１時点

バスによる
一時移転等
が必要とな
る住民

10,798 397 3,093 656 1,187 469 4,014 982

・UPZ内人口×0.05
・住民の5％がバスによる

一時移転等が必要とな
ると想定。※1

必要車両台数（台）※2 243 9 69 15 27 11 90 22
バス1台当たり45人程度
の乗車を想定。

福井県内のバス会社
保有車両

859台（令和７年２月時点）
福井県内のバス会社から必要な
輸送手段を調達。

関西圏域及び隣接府県
保有台数 16,114台

関西広域連合等関係機関が
関係団体から輸送手段を調達。

※1 福井県避難時間推計シミュレーションに基づく想定。
※2 県内避難先の被災等により県外避難する一部住民については、集団で避難することを基本に、自家用車の乗り合わせやさらなるバスの確保を実施。
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UPZ市の一時移転等における輸送能力の確保（滋賀県）

 UPZで一時移転等の対象となる地域は、UPZ全域ではなく、その一部に留まることが想定される点
に留意。ここではあえて、滋賀県におけるUPZ全域が一時移転等を実施すると仮定した場合の輸
送能力を確保する。

 必要となる輸送能力は、想定対象人数48,385人、必要車両数382台に対して、滋賀県内バス会社
の保有車両数は428台であり、必要台数を要請し確保。

 なお、県内の輸送手段では不足する場合、関西広域連合等関係機関が関西圏域の府県及び隣
接府県等の関係団体から輸送手段を調達する（詳細についてはP83参照）。

※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、関係自治体の要請により実動組織（警察、消防、海上保安庁、自衛隊）が必要に応じ支援を実施。

合計 長浜市 高島市 備考

対象人数
（想定）
（人）

UPZ内人口 48,385 22,746 25,639 Ｒ７.４.１時点

バスによる一時移転
等が必要となる住民

48,385 22,746 25,639
・UPZ内住民の100％がバスによる一時
移転等が必要となると想定。

必要車両台数（台） 382 180 202

・バス１台当たり17人程度の乗車を想定。
・１日５往復×３日間の必要台数×２
（避難元⇔中継所⇔避難先(避難中継所
でバス乗り換え))で総合必要台数を試算。

関西圏域及び隣接府県
保有台数 16,114台 関西広域連合等関係機関が関係団

体から輸送手段を調達。
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※ 原子力災害の状況により、３日間より短い期間で一時移転等を行う必要がある場合は、関西広域連合に要請を行い、バスの確保を行う。

滋賀県内のバス会社
保有車両（観光バス） 428台（令和７年４月時点）

滋賀県内のバス会社から必要な輸
送手段を調達。



UPZ町の一時移転等における輸送能力の確保（岐阜県）

 UPZで一時移転等の対象となる地域は、UPZ全域ではなく、その一部に留まることが想定される

点に留意。ここではあえて、岐阜県におけるUPZ全域が一時移転等を実施すると仮定した場合の

輸送能力を確保する。

 岐阜県において一時移転が必要となる場合には、原則として自家用車避難を想定。万が一、バス
による避難が必要となる場合において必要な輸送能力は、想定対象人数8人、必要車両数１台で
あり、岐阜県内バス会社の保有車両数1,376台より必要台数を要請し確保。

揖斐川町 備考

対象人数
（想定）
（人）

UPZ内人口 40 R７.４.１時点

バスによる一時移転等
が必要となる住民

8

・原則自家用車避難を想定。
・万が一バスによる輸送が必要となった

 場合には、岐阜県バス協会に必要台数
 を要請する。

必要車両台数（台） １ バス１台あたり45人程度の乗車を想定。

岐阜県内のバス会社
保有車両 1,376台（令和７年７月時点）

岐阜県内のバス会社から必要
な輸送手段を調達。
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※   不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、関係自治体の要請により実動組織（警察、消防、海上保安庁、自衛隊）が必要に応じ支援を実施。
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国、関係機関による輸送能力の確保

※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、関係自治体の要請により実動組織（警察、消防、海上保安庁、自衛隊）が必要に応じ支援を実施。

府県名
保有台数

（台）

石川県 １，０１５

三重県 １，２６８

京都府 ２，２２６

大阪府 ５，１１２

兵庫県 ３，８１２

奈良県 ９７８

和歌山県 ６５５

鳥取県 ４５３

徳島県 ５９５

計 １６，１１４

各府県保有バス台数

UPZ PAZ

【関西広域連合の協定に基づく要請フロー】

避難元県内の輸送手段で対応困難

避難元県は、他の府県のバス協会又はその
会員への協力依頼を関西広域連合に要請

関西広域連合は、速やかに府県と調整し、
応援の割当てを定めた応援計画を作成

応援府県は、応援計画に基づき、府県バス協
会又はその会員に対し協力を要請

バス協会又はその会員による住民輸送の実施

鳥取県

兵庫県

徳島県

大阪府

奈良県

和歌山県

福井県

石川県

福井県、滋賀県内の輸送手段で不足する場合の輸送能力の確保については、
 関西広域連合等関係機関が関西広域連合※の構成府県及び連携県並びに隣接府県等の関係団

体から輸送手段を調達。
※平成27年12月に近畿2府8県及び関西広域連合にて「大規模広域災害時におけるバスによる緊急輸送に関する協定」を締結

 上記手段により確保した輸送手段で対応できない場合、国の原子力災害対策本部からの依頼に
基づき、国土交通省が関係団体、関係事業者に対し、協力を要請し必要な輸送能力を確保する。

三重県
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京都府 滋賀県
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